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はじめに

四面を海に囲まれた我が国において、水産物は、昔から国民の
重要な食料であり、たんぱく質摂取量の２割（動物性たんぱく質
の摂取量では４割）を占めています。また、我が国の国民１人当
たりの水産物消費量は、世界のトップクラスの水準にあります。
このような我が国において、水産業は、再生産可能な天然資源を
適切に管理し、良質な水産物を安定的に供給するという、国民生
活にとって大変重要な役割を担っています。
水産の動向に関する年次報告（水産白書）は、水産基本法に基

づき、政府が、毎年、国会に対して、水産の動向について報告す
るものです。この水産白書が、国民生活にも密接に関連する水産
業の動向や水産施策の内容について、幅広く国民の皆様のご理解
を得るために役立つことを期待しています。

、 、 、本書は できる限り読みやすく わかりやすいものとなるよう
次のような構成としております。
まず冒頭の「トピックス ～水産この一年～」で、この１年ほ

どの大きな話題として、水産物貿易交渉の現状や完全養殖マグロ
の初出荷、最近気運が高まっている水産物輸出への取組等、６つ
のトピックを取り上げ紹介しています。
第１章では、毎年テーマを変えて特集を組んでいますが、今回

は 「近年の漁業経営をとりまく環境の変化と課題（特集１ 」及、 ）
び「漁村の現状と水産業・漁村の多面的機能（特集２ 」の二つを）
取り上げました。
特集１では、近年、厳しさを増している漁業経営の状況につい

て解説し、影響要因として魚介類の消費動向や流通経路の変化に
ついて分析した上で、今、生産者がどのようなことに取り組んで
いるのかを紹介しています。
特集２では、水産業・漁村の多面的機能について具体的に紹介

しています。
第２章では、我が国の水産物需給、我が国漁業をめぐる国際動

向、漁業経営等の、15年度以降の動向について記述しています。
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～水産この一年～トピックス

１ 水産物にも貿易自由化の流れ

～ＷＴＯ情勢と交渉進むＥＰＡ・ＦＴＡ～

世界の貿易体制は、世界共通の貿易ルールの下で自由貿易を推進する世界貿

易機関（ＷＴＯ）を中心に形成されてきましたが、近年は、これを補完するも

のとして、特定国･地域間での関税撤廃等を行う経済連携協定（ＥＰＡ ・自）

由貿易協定（ＦＴＡ）が締結される動きも活発化しています。

ＷＴＯ体制が、どの加盟国に対しても同様の条件で関税などの通商規則を適

用する「最恵国待遇」を原則としているのに対して、ＥＰＡ・ＦＴＡは、協定

構成国のみ（２国間協定では２カ国のみ）を対象として、ＷＴＯで定められた

ルールによる「実質上すべての貿易」についての関税撤廃を含む経済連携強化

を行う「特恵待遇」を原則としています。

ＷＴＯに関しては、2001年（平成13年）11月からのドーハ・ラウンドにおい

て 「包括的な関税削減又は撤廃 「バランスのとれた貿易ルールづくり」等、 」、

を目的とした交渉が行われています。2004年（16年）７月にスイスのジュネー

、 、ブで開催されたＷＴＯ一般理事会に 我が国も含め多くの国から閣僚が参加し

農林水産品の市場アクセス問題等について議論を行い、今後の交渉における主

要な論点について整理した枠組みが合意されました。今後は、2005年（17年）

12月に開催される第６回閣僚会議に向け、漁業補助金、関税などの措置につい

てさらに交渉が進んで行くことになります。

2004年（16年）12月、韓国政府は、我が国の「のり」輸入割当制度（ＩＱ制

度）について、ＷＴＯ協定に違反しているとして、ＷＴＯ協定上の協議要請を

行いました。その結果、ＷＴＯの紛争解決手続きに従って、2005年（17年）３

月、紛争解決のためのパネルが設置されました。

ＥＰＡ・ＦＴＡは、ＷＴＯを中心とする多角的な自由貿易体制を補完するも

のとして世界中で取組が行われており、2004年（16年） 月までに発効中のＥ5

ＰＡ・ＦＴＡは世界で150（ＷＴＯ通報ベース）あります。
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ＥＰＡ・ＦＴＡについて、我が国はこれまでシンガポール及びメキシコと交

渉を終了しており、シンガポールとの協定は2002年（14年）11月に発効してい

ます。メキシコとの協定は2005年（17年）４月に発効し、今後、農林水産物等

の物品貿易やサービス貿易の自由化、投資の自由化を含む、両国間の包括的な

経済連携強化が図られることになります。

現在は、韓国、タイ、マレーシア、フィリピンといったアジア諸国と水産分

野を含めた政府間交渉を行っており、このうちフィリピンとの間では、2004年

（16年）11月に大筋合意に達しました。また、2005年（17年）４月からは、Ａ

ＳＥＡＮ全体との政府間交渉が開始される予定です。さらに、2005年（17年）

１月から、インドネシアとの間で、二国間のＥＰＡの必要性等について、産学

からの参加も得て共同検討グループ会合を開催するとともに、チリとの間でも

ＥＰＡ・ＦＴＡ締結の可能性を検討するための産学官共同研究会が発足してい

ます。

農林水産省は、今後も、経済連携促進関係閣僚会議で決定された「今後の経

済連携協定の推進についての基本方針」や農林水産省が定めた「みどりのアジ

アＥＰＡ推進戦略」の方針に従っ

て、ＥＰＡ・ＦＴＡ交渉に取り組

んでいくこととしています。

、水産物貿易の交渉に当たっては

世界の水産資源の状況が年々悪化

している中で、有限天然資源であ

る水産資源の持続的利用に貢献す

る貿易ルールが確立されるよう取

り組んでいくこととしています。
ＷＴＯ一般理事会
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２ 世界初 完全養殖のマグロが食卓に

～販売出荷は大学発ベンチャー企業～

平成16年９月、世界で初めて完全養殖クロマグロが市場に出荷されました。

出荷されたのは、14年６月、近畿大学水産研究所（和歌山県）においてふ化し

たクロマグロで、それから２年余を経て体長１ｍ、体重20kgにまで成長したも

のです。

天然のマグロの幼魚を捕獲していけすで成長させたマグロは既に流通してい

ますが 産卵 ふ化 稚魚 成魚 産卵というライフサイクルを完成させる 完、 「→ → → →

全養殖」は、マグロ類では極めて難しいとされており、昭和45年から30余年を

かけて研究に取り組んできた同研究所が世界で初めて成功しました。

マグロ類は世界的に資源の減少が危惧されており、世界で漁獲されるマグロ

類の３分の１を消費する我が国は、その責任を果たすべく、マグロ資源の適正

な維持・管理に努めているところです。人工種苗生産技術の開発・向上は、天

然資源の維持・増大を図りつつ安定的な供給を確保する上で重要なことです

が、マグロ類の中でも需要が高いクロマグロの完全養殖に成功し供給に至った

ことは、マグロ消費大国の我が国にとっては大きな出来事といえましょう。

近畿大学水産研究所が生産する、この完全養殖クロマグロは、15年２月に同

研究所の研究者数名が出資、設立した、いわゆる大学発ベンチャー企業によっ

。 、て販売されています 近年

規制緩和等もあり、大学の

研究成果を産業に結びつけ

る大学発ベンチャー企業を

設立する動きが活性化して

いますが、水産業の分野に

おいても、このような産学

連携による技術革新の進展

が期待されます。

市場に出荷された完全養殖クロマグロ



* WCPFC Convent ion on the Conserva t ion and Management of Highly1 ：条約の正式名称は

（西部及び中部太平洋における高度回Migra tory F ish Stocks in the Western and Cent ra l Pacific

Western and Cent ra l遊性魚種資源の保存管理に関する条約）であるが、一般にはＷＣＰＦＣ（

）が通称として用いられている。Pacific Fisher ies Convent ion
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３ マグロの乱獲許しません

～中西部太平洋まぐろ類条約発効で全世界の海域が管理下に～

マグロ類のような海洋を広範囲に回遊する魚種（高度回遊性魚種）は、大西

洋やインド洋といった回遊範囲ごとに地域漁業管理機関を設立して適切に管理

する必要がありますが、中西部太平洋だけが空白域となっていました。中西部

太平洋（特に南太平洋水域）におけるマグロ類の無秩序な漁獲は、我が国遠洋

漁業のみならず我が国周辺水域へのマグロ類の来遊にも悪影響を及ぼします。

中西部太平洋まぐろ類条約（ＷＣＰＦＣ ）は、2000年（平成12年）９月に*1

採択され、2003年（15年）12月、締結国が発効に必要な13カ国に達し、その６

か月後の2004年（16年）６月に発効しました。中西部太平洋を対象とする同条

約が発効したことで、マグロ類資源については全世界の海域が管理下におかれ

ることとなりました。

７回にわたる準備会合を経て、2004年（16年）12月にミクロネシアで開催さ

れた第１回ＷＣＰＦＣ委員会においては、委員会の組織や財政に関する事項の

ほか、北太平洋のクロマグロ等の保存管理措置について勧告を行う小委員会に

関する手続規則が決定されました。

違法な漁獲に対しては、地域漁業管理機関を通じて国際的、広範囲に貿易制

限をはじめとする様々な取組を行うことが効果的です。このため、我が国は、

中西部太平洋まぐろ類条約委員会に

おいて、漁獲能力の管理、違法漁船

対策の推進等に率先して取り組み、

マグロ類資源の持続的な利用、我が

国漁業の安定的な操業を確保してい

くこととしています。
マグロの群れ
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４ 青色発光ダイオードでイカ集め 電気で走るマグロ漁船

～漁業にも導入進む新技術～

漁船漁業の直面する漁業資源の減少、魚価の低迷等の状況に対応するために

は、水揚量ではなく収益性を重視した経営に転換することが重要です。このた

め、漁業技術の革新と導入に柔軟な発想で取り組んでいくことが重要です。

小電力で長寿命というメリッ

トを持つ発光ダイオードは、既

に交通信号機や家庭用の照明器

具に使用されつつありますが、

現在、これをいか釣り漁船の集

魚灯に導入する試みが進められ

ています。これが広く実用化さ

れれば、燃費の大幅な節約によ

る経営改善のほか、紫外線や騒

音の解消による労働環境の改善、CO 等の排出抑制等の効果があります。2

また、我が国初の「電気推進システム搭載まぐろはえ縄漁船」が平成16年６

月に竣工しました。電気推進システムは、船内照明・冷凍機等と電力源（発電

機）を共有するモーター（電動機）でプロペラを回して航走するため、独立し

た推進機関（エンジン）を必要としません。このため機関室の小型化と効率的

な配置が可能となりました。併せてプロ

ペラ軸・舵がない推進装置を採用するこ

とで、船尾を推進抵抗が少ないスリムな

形状にすることができ、低燃費化が図ら

れました。推進機関がなくなったことで

メンテナンスコストも削減され、さらに

居住空間の拡充やエンジン騒音の低減に

よる労働環境改善の効果もあります。

こうした技術開発と実用化への取組が

さらに進むことが期待されます。
電気推進システムを利用した漁船（プロペラ
軸・舵がなく、船尾がスリム化されている。）

発光ダイオードを使用したイカ釣り漁船の実証実験
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５ 民活で公設市場に最新設備

～特区で道を開いた下関市場～

平成16年12月、国の認定を受けて「下関地区水産業活性化特区（山口県・下

関市 」が誕生しました。）

市場施設は公共の施設であるため、特定の民間事業者に貸し付けることがで

きないこととなっていました。このため、民間事業者の冷蔵庫や活魚槽などの

付帯施設は、短期間の使用許可を受けて暫定的に設置する簡易なものに限定さ

れ、または、市場から離れた公共用地以外の場所に設置せざるを得ず、非効率

な運用となっていました。

下関漁港市場では、今回、特区が発足し、民間事業者に対する市場の一部貸

付けを可能とする規制緩和が行なわれたことで、民間事業者によって最新・高

機能の設備を長期にわたり整備することができるようになりました。具体的に

は、最新の技術を取り入れた高機能、高能率な温度管理機能を有する活魚水槽

や冷蔵庫など市場を利用する事業者の必要とする高機能の設備が整うことにな

ります。

下関漁港市場では、このような市場機能の強化などにより、水産物の取扱量

・取扱高を５年間で２割以上増やすことを目指しています。

また、民間活力による市場

機能の強化に道を開いたこと

により鮮度向上や流通の効率

化が図られ、より新鮮な魚が

供給されるようになるなど、

消費者をはじめ各方面からの

期待も大きく、注目を集めて

います。
下関漁港市場の現状
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６ 世界を目指す我が国の水産物

～大連・上海などに売り込みを図る漁業者たち～

最近、我が国の農林水産物の輸出を促進する気運が高まっています。

各地域の特色を生かした農林水産物の輸出を推進するため、平成15年に23道

県が結成した「農林水産ニッポンブランド輸出促進都道府県協議会」は40道府

県（16年12月）に拡がり、海外市場についての情報交換を行っているほか、16

年には、上海で開催された中国国際食品・飲料展の日本ブース（農林水産省委

託事業により設置）に加盟道県が地元特産品を持ち寄り共同で出展しました。

また、農林水産省においては、16年度予算から輸出促進予算の抜本的な拡充

を行い、諸外国の貿易制度等の調査、海外市場開拓ミッションの派遣、生産者

団体等が行う日本産ブランドの輸出促進活動支援等を行っています。17年度予

算でも新たに、輸出先国での長期間にわたる販売促進活動や知的財産権対策の

充実等、更なる輸出促進策の強化が図られたところです。

漁業者にも、魚を獲るだけではなく自ら販路の拡大を図ろうという意識が芽

生えてきています。具体的な取組事例をみると、長崎県松浦市の漁業団体を中

心に発足した「長崎県北松地域・日中輸出入促進協議会」が、まき網漁業で獲

れるアジやサバの小型魚が、夏季には、漁船漁業の禁漁期間となる中国大連の

市場の方が日本国内より高く評価される可能性があることに着目し、アジやサ

バを用いた料理やレシピを紹介した中国語のパンフレットを作成するなど、積

極的に中国市場を開拓しようとする試みを行っています。

また、北海道漁業協同組合連合会はホタテガイ、スケトウダラ、秋サケ等の

台湾や韓国への輸出に取り組んできましたが、16年８月には中国山東省で開催

された「青島国際ビール祭り」に出展

し、17年１月には上海で「北海道水産

祭」を開催するなど、中国向け輸出拡

大に力を入れています。

このように、海外のニーズを的確に

把握し、輸出市場を開拓する積極的な

取組が期待されます。

大勢の上海市民で賑わう北海道水産祭
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Ⅰ 特集１ 近年の漁業経営をとりまく環境の変化と課題
（年次報告本編p.9～32）

（年次報告本編p.9～19）１ 漁業経営の状況

（経営体数の減少）

漁業経営体数は、過去15年間で30％減少し、15年は13万２千。沿岸漁業では

３トン未満の階層で、中小漁業では50トン以上の階層で減少大。大規模漁業も

大きく減少（図Ⅰ－１ 。）

図Ⅰ－１ 総トン数階層別の経営体数の変化（平成15年／昭和63年）

海面養殖業経営体では、ノリ、ワカメ、ブリ、真珠、真珠母貝は大きく減少

したが、カキ養殖、ホタテガイ養殖は横ばいないし小幅減少（図Ⅰ－２ 。）

図Ⅰ－２ 海面養殖業経営体数の変化（平成15年／昭和63年）
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（漁業就業者数の減少）

漁業就業者数は、過去15年間で39％減少し、15年は23万８千人。男子の漁業

就業者数を年齢階層別にみると、若年層の新規就業が進んでいない一方で70歳

以上の就業者が増え、高齢化が一段と進行（図Ⅰ－３ 。）

図Ⅰ－３ 男子年齢別漁業就業者数の推移

（漁業経営体の収支状況）

沿岸漁船漁家の漁業所得は減少傾向。水産加工業など漁業以外の事業による

漁業外事業所得は少額にとどまっており、家計費の不足は、主に他産業での労

働による賃金や年金収入といった事業外所得によって補う傾向。しかし、全体

として家計は厳しく、近年、経済余剰は減少傾向（図Ⅰ－４ 。）

図Ⅰ－４ 沿岸漁船漁家の経営状況の推移
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海面養殖漁家については、収支金額規模の大きいブリ、タイ養殖では所得が

不安定だが、カキ、ホタテ、ノリ養殖は比較的安定。ワカメ養殖は所得低く、

漁業以外の所得に依存。

中小漁業経営体については、漁労収入の減少に伴い労賃や漁船・漁具費等の

支出も削減されているが、油費はほとんど減少しておらず、全体としては支出

削減が収入減に追いつかず、近年の漁労利益はほとんど赤字。経常利益も赤字

となる年が多い（図Ⅰ－５ 。）

図Ⅰ－５ 中小漁業経営体の経営状況の推移

（年次報告本編p.20～27）２ 漁業経営へ影響を与えている要因

（魚介類の消費動向の変化）

家計調査年報で２人以上の世帯の魚介類の消費動向をみると、最近（13～15

年の平均）の生鮮魚介の100グラム当たりの平均購入単価は10年前（３～５年

の平均）と比べて12.4％低下。

しかし、購入数量は、１人１年当たりに換算すると13kg台で安定的に推移。

世帯主の年齢階層別にみると、年齢が高い層ほど購入多。同一世帯層の経年変

化をみても、30代までは減少するが40代以降は高齢になるにしたがい増加する

傾向。また、後の世代ほど、外食や調理食品への依存が高く、購入量は減少す

る傾向（図Ⅰ－６ 。）
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図Ⅰ－６ １人１年当たりの世帯主の年齢別の生鮮魚介類購入量

（魚介類の消費形態の変化）

家庭の食料支出について食品形態別に支出額の割合をみると、女性の社会進

出、単身世帯の増加等により食の外部依存が増えていることを背景に、調理食

品（いわゆる中 食）に対する支出額が伸び続けている一方、食材としての支
なかしょく

出は魚介類、肉類ともに価格低下により減少傾向にあり、緩やかに伸びていた

外食も近年はほぼ横ばい（図Ⅰ－７ 。）

図Ⅰ－７ 食料支出額に占める食品形態別の割合
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（魚介類の流通経路の変化）

鮮魚の購入先についてみると、品揃えなど利便性に勝るスーパーマーケット

のシェア拡大が進み、そのシェアは、平成15年には７割近く。

このような鮮魚の購入先や魚介類の消費形態の変化に伴い、近年の需要側は

スーパーマーケットや外食産業等が中心。これらの大口需要者は４つの安定供

給条件（４定条件と呼ばれ、具体的には定量・定質・定価・定時）を要求する

ため、直接買い付けや相対取引が増加。

（年次報告本編p.28～31）３ 生産者側の経営努力

（高付加価値化）

消費者の食の安全・安心に対する関心の高まりに対応して、付加価値の高い

商品作りを目指して、漁協等を主体にしたブランド化などの取組が全国的に展

開されており、トレーサビリティシステムの構築に取り組む事例も。

（漁協合併と産地市場統合による合理化）

漁協合併や産地市場の統合、大型化による合理化も進展中。沿海地区漁協数

は、過去15年間で30％減少。産地市場については、流通機能の強化だけでなく

展示販売施設の充実や漁業拠点の観光地化による地域の活性化の動きも。

（資源回復に向けた資源管理措置）

漁業を安定的に続けていくためには、水産資源の適切な管理が重要。資源水

準の悪化している魚種を対象に、関係漁業者の合意の下に資源回復計画が策定

され、漁業者自ら休漁、小型魚の採捕禁止等の漁獲規制、種苗放流等による資

源の培養、漁場環境の保全等の取り組み。

（輸出促進）

近年、韓国、中国等の海外に販路を開拓する動きがみられ、11年以降の水産

物輸出量は増加傾向。
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（年次報告本編p.31～32）４ 今後の課題

（漁業経営体の一層の体質強化）

漁船漁業については、現在の漁船・漁労形態のままでは支出の削減に限界が

あることから、漁業者及び漁業者団体が省力化、漁労形態の合理化等の自助努

力に努めることにより、漁獲量優先の漁業から収益性優先の経営への転換を推

し進める必要があり、そのための漁業者の意識改革が課題。

また、消費者側に、魚介類をはじめ食料支出を抑制する傾向がある一方、漁

業収益は依然不安定であることから、水産加工等漁獲物の高付加価値化、産地

直売等の販売促進を図るほか、漁業を観光資源にするなど、様々な創意工夫に

より経営の多角化を図るとともに、地域の活性化に結びつく新たな業態を開拓

する努力が必要。

さらに、高齢化による活力低下が問題となっていることから、今後の漁業を

担う若い就業者を確保することも課題。

（産地側における販売力強化）

産地側では、需要や流通経路の変化、多様化に適切に対応していくため、産

地市場の統合等により広い販路を確保するほか、品質等における差別化や近年

の食品の安全・安心を求めるニーズへの対応も重要な課題。

高付加価値化（ブランド化等）への取組は全国的にみられるが、商品の独自

性や優位性を消費者に伝え認知されるための戦略、また、品質管理を徹底する

ための漁業者の意識改革が課題。

養殖業者が生産現場見学会を開催するなど、消費者との交流に取り組む事例

も見られるが、このような顔の見える関係づくりも重要。

（輸出への取組）

近年、欧米においては健康食品として、経済発展の著しい中国や東南アジア

においては高所得者向けの高級食品として、日本食が注目されている。国内魚

価が低下している中、輸入に対する守りばかりでなく、逆に貿易自由化の流れ

を追い風として、積極的に海外市場を開拓する姿勢が重要。高付加価値化（ブ

ランド化等）は、海外市場を開拓する上でも重要な戦略。
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特集２ 漁村の現状と水産業・漁村の多面的機能
（年次報告本編p.33～41）

（年次報告本編p.33）１ 漁村の現状

（漁村の基本的役割）

我が国には、6,291（平成15年）の漁村があるが（表Ⅰ－１ 、その多くは）

これらの人口規模が小さく、都市部から離れた条件不利地域に数多く存在。

漁村は、漁業を基幹産業として水産物の安定供給の場としての役割を担って

いるほか、他産業の立地の少ないところに地域社会を形成し、我が国国土の

均衡ある発展に寄与。

表Ⅰ－１ 漁業集落数の推移

（漁村の活力の低下）

漁業就業者数の減少（５年から15年までの10年間で27％減）と高齢化（15

、 ）年において65歳以上の高齢者の割合は全体の34％ 60歳以上にあっては46％

が進んでおり、漁村の活力の低下が懸念。

（年次報告本編p.34～41）２ 水産業・漁村の多面的機能

（水産業・漁村の多面的機能とは）

水産業・漁村の有する水産物を供給するという本来的機能以外の多面にわ

たる機能をいい、物質循環の補完、生態系の保全、生命・財産の保全、交流

の場の提供、地域社会の維持・形成など（図Ⅰ－８ 。農林水産省からの諮問）

、 、 。を受け 平成16年８月に 日本学術会議が幅広い学術的見地から取りまとめ

図Ⅰ－８ 水産業・漁村の多面的機能
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（水産業・漁村の多面的機能の内容）

物質循環の補完機能（再資源化サイクル機能）●

人間の諸活動等により発生し、陸から海へと排出される大量のチッソ、リン

、 、は 海の生態系による食物連鎖を通じて魚類などの水生生物へと生まれ変わり

それを漁獲によって海域から回収することにより、再資源化の機能が促進され

るとともに、富栄養化が防止される（図Ⅰ－９ 。このような機能を果たして）

いるのは漁業だけ。

図Ⅰ－９ 再資源化サイクル機能

●漁業者による生態系などの環境保全の活動

多種多様な生物の産卵の場や幼稚魚の生育の場であり、海水浄化や透明度回

復の機能がある「藻場」や「干潟」は、高度経済成長とともに多くが消滅した

が、漁業者が藻場づくりや干潟を管理する取組を展開。さらに、投棄されたゴ

ミ等の回収・清掃、山林・河川・沿岸域を一体の生態系とみなした魚つき林の
うお りん

植樹活動、事故等による流出油の回収などにも取り組み。

植林する漁業者
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●生命財産の保全の役割

我が国の漁船は約21万隻、漁業集落は約６千３百で、海岸線170ｍあたりに

１隻、5.5ｋｍあたりに１集落が存在。この漁業関係者による広大な情報・監

視ネットワークにより、海難救助、災害救援、海域環境モニタリング、国境監

視などの重要な機能が発揮。

交流などの場を提供する役割●

漁村は、海洋性レクリエーション、体験学習などの舞台になることや、獲れ

たて水産物の直販や各種イベントなどを通じて、都市住民と地方住民、若者や

子供といった様々な人々の交流を促進。また、白砂青松の海岸美などに溶け込

む漁船、定置網や天日干しなど美しい日本の漁村の風景を創出。

●地域社会の形成・維持

漁村では、海の操業安全と豊漁を祈願する祭り、魚種や漁場の状況に合わせ

て発達した多様な伝統漁法、魚介を用いた独特の調理・加工法による郷土料理

など地域に根付いた伝統的文化を創造・継承。

転覆船（右）を曳航する漁船（左）

鮭まつり（岩手県山田町）

八代海の打瀬網漁船
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（年次報告本編p.42～81）Ⅱ 平成15年度以降の我が国水産の動向

（年次報告本編p.42～57）１ 我が国の水産物の需給

（年次報告本編p.42～47）（１）国内漁業生産

（漁業・養殖業生産量）

平成15年の我が国の漁業生産量は 前年に比べて３％増加し 608万トン 表、 、 （

Ⅱ－１ 、漁業生産額は、８％減少して１兆６千億円。）

表Ⅱ－１ 漁業・養殖業生産量

（周辺水域の水産資源の状況）

我が国周辺水域の主な水産資源について行われた16年の資源評価結果による

と、資源評価が行われた魚種・系群のうちの半数以上が、資源水準が低位。

16年度から、新たに「宗谷海峡海域イカナゴ資源回復計画 「ヤリイカ太」、

平洋系群（南部）資源回復計画」等を策定・実施。漁業者の経営に対して短期

的には厳しい影響を与える内容も含まれるが、取組の拡大が重要。

（水域環境の状況）

漁業や養殖業にとって重要な沿岸域の水域環境は、工業排水や生活排水等の

流入、埋立や海砂利の採取等が影響。水産動物にとって産卵や稚魚の生育の場

である藻場の消滅の約４割は要因不明。人為的要因として、埋立などによる直

接的な要因のほか、構築物等の影響による流れの停滞や水中の砂の分布変化等

の間接的な影響が示唆されており、また、自然的要因としては、水温の上昇や

ウニ、貝類、魚類による食害があげられる。アマモ場の調査では、濁りや汚れ

による透明度の低下も指摘。
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水質について、有機汚濁の代表的指標であるＢＯＤ(生物学的酸素要求量)、

ＣＯＤ(化学的酸素要求量)の推移をみると、河川や湖沼では改善がみられるの

に対して、海域ではほぼ横ばい。

定置網等に多大な悪影響をもたらす大型クラゲは、昨年に引き続き16年にお

いても目撃されており、本州の日本海から太平洋北部まで広範囲に分布。大型

クラゲによる漁業被害の軽減を図ることを目的として、16年度から大量出現予

測、被害防除及び有効利用のための研究・技術開発を実施。

（内水面の現況）

内水面は、アユなどの多様な淡水魚介類を供給するとともに、遊漁などのレ

クリエーションの場の提供を通じた自然とのふれあいの機会の創出、自然環境

の保全に寄与するなど重要な役割。

しかし、内水面においては、ブラックバス等が在来魚種を捕食するなど、漁

業や生態系に被害。こうした中、16年６月、特定の外来生物について飼養、運

搬、輸入等を規制し防除する「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

等に関する法律」が制定され、17年１月の特定外来生物等専門家会合における

意見を踏まえ、魚類については、ブラックバス等計４魚種について指定に向け

て検討。

近年、カワウの個体数の増加とともに、分布域も拡大。漁業被害の防止及び

軽減のため、漁場への飛来防止に努めるとともに一定数の駆除等を実施。

コイヘルペスウイルス(ＫＨＶ)病については、17年１月末までに39都道府県

において確認。農林水産省では、感染魚の移動制限、処分、養殖場等の消毒な

どのまん延防止措置を的確に推進。また、16年２月には「水産防疫体制に関す

る専門家会議」を発足させ、同年７月に水産動物の防疫対策全般の現状と問題

点、今後の対応の方向性などについて、報告書をとりまとめ。

（年次報告本編p.48～49）（２）水産物貿易

、 （ 。 。）15年の我が国の水産物輸入は 数量 通関時の形態による重量 以下同じ

・金額とも減少に転じ、数量ベースでは、前年に比べて49万６千トン（13％）

減の332万５千トン、金額ベースでは1,930億円（11％）減の１兆5,692億円。

しかし、我が国は、世界の水産物貿易において、輸入量の14％、輸入額の22

％（いずれも14年）を占め、数量・金額ともに、依然、世界最大の水産物輸入

国。輸入先は、中国が、10年以降、数量・金額ともに最大だが、前年と比べる

と全体で、数量ベースで12万トン（16％ 、金額ベースで229億円（７％）減）

少。

他方、15年の我が国の水産物輸出は、数量ベースでは前年に比べて６万３千
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（ ） 、 （ ） 。トン 21％ 増加し37万トン 金額ベースでは11億円 1％ 減少し1,354億円

表Ⅱ－２ 世界の水産物貿易（輸出入額・量の上位５カ国、14年（2002年 ））

（年次報告本編p.50～53）（３）水産物の加工・流通

（水産加工）

水産加工品の主要品目の生産量は、魚介類冷凍食品が増加したものの、かま

ぼこ類等のねり製品や塩蔵サケ・マス等の塩蔵品が減少したため、全体として

は減少傾向。

水産加工業の多くは、家庭での加工品の購入量の減少等を反映し、売り上げ

不振等の課題。水産食品の品質や安全への関心の高まりにつれて、水産加工に

おいてもＨＡＣＣＰ導入等衛生管理への取組が求められているが、設備投資等

を必要とすることから、多くが中小・零細な経営体により営まれている水産加

工業においては厳しい状況。

（水産物流通）

平成15年の主要産地漁港の魚類・水産動物（貝類・藻類を含まない）の上場

水揚量は、前年に比べて８％増加。一方、平均価格は180円／kgと前年より17

％下落。現在、全国には約900の産地市場があるが、水揚量・金額の減少傾向

が続く中で、市場機能が十分発揮できない状況。このため、各都道府県におい

ては、市場統合に向けた取組。

15年の主な消費地市場（10都市中央卸売市場）における水産物の取扱量及び

平均価格の推移をみると、取扱量は前年に比べて３％減少、５年前に比べると

、 、 、９％の減少 平均価格は前年に比べて４％低下 ５年前に比べると10％低下し

763円/ｋｇ。また、セリ・入札による取引が減少し、相対取引が増加。

「安他方、消費者ニーズ及びそれを取り巻く社会的・経済的変化に対応し、

16年６月、卸売全・安心」で「効率的」な流通システムに転換を図るため、
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市場法を改正。

（年次報告本編p.54～55）（４）水産物の安全性確保と表示の充実

農林水産省、食品安全委員会、厚生労働省等が連携して全国各地でリスクコ

ミュニケーションを推進。

水産物を含む一般消費者向けのすべての飲食料品について、ＪＡＳ法に基づ

き、生鮮食品については12年７月から「名称 「原産地」等の表示が、加工」、

食品については、13年4月から「名称 「原材料 「賞味期限」等の表示を義」、 」、

務付け。また、水産加工品については、16年９月「加工食品品質表示基準」が

改正され、これまでの塩蔵サバなど６品目に加え 「しらす干し」等生鮮食品、

に近い加工品の主な原材料についても原産地表示を義務付け。

国や都道府県等は、食品の販売業者等に対し、立入検査や日常的なモニタリ

ング調査を行い、また、広く国民から食品の表示について情報提供を受け付け

。るため 食品表示110番 を全国に設けるなど 食品表示の監視・指導を実施「 」 、

（年次報告本編p.55～57）（５）水産物消費と自給率

15年の魚介類の国内消費への仕向量（原魚換算ベース）は、前年に比べ２％

減少して1,098万トン。

このうち食用仕向量は約８割であり、前年より２％減の839万トン、年間国

（ ）。 。民１人当たりでは65.7㎏ 粗食料 純食料ベースでは年間１人当たり36.2kg

15年の食用魚介類の自給率は、国内生産量が増加し、輸入量が減少したこと

から、前年から４ポイント上昇して57％（図Ⅱ－１ 。）

図Ⅱ－１ 食用魚介類の自給率等の推移
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（年次報告本編p.58～66）２ 我が国漁業をめぐる国際動向

（年次報告本編p.58～59）（１）二国間の漁業関係

、「 」 、韓国との間では 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定 に基づき

中国との間では 「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」に基、

づき、それぞれ相互に相手国水域において操業。

ロシアとの間では、日ソ地先沖合漁業協定に基づき、相互に相手国200海里

水域内において操業。ロシア系サケ・マスの漁獲については、日ソ漁業協力協

定に基づき操業。また、北方四島周辺12海里内において、北方四島が我が国固

有の領土であるとの基本的立場を損なわないことを前提に締結された北方四島

周辺操業枠組み協定に基づき操業。

太平洋島しょ国、アフリカ諸国の200海里水域内においては、政府間協定あ

るいは民間による協定の締結により、我が国漁船の操業確保。

（年次報告本編p.59～60）（２）外国漁船の取締り

我が国排他的経済水域等において外国漁船に対して監視・取締りを実施。

16年の拿捕件数は29件、立入検査件数は215件、漁具押収件数は57件（図Ⅱ
だ ほ

－２ 。特に最近は、漁業取締船への体当たり等、悪質な行為が目立ってきて）

おり、監視強化等の取り締まりの充実、強化に努めているところ。

図Ⅱ－２ 水産庁による外国漁船の立入検査等
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（年次報告本編p.61～66）（３）多国間の漁業関係

（カツオ・マグロ類をめぐる動き）

大西洋まぐろ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ）等では、加盟各国の正規許可

を得た漁船をリスト（ポジティブリスト）化し、このリストに掲載されていな

い漁船の漁獲物を国際取引から排除するための取組を実施。

16年のＩＣＣＡＴの年次会合では、台湾漁船の漁獲海域や船名を偽る不正行

、 。 、為等及び中国の漁獲量超過問題を 我が国から提起 各国からの非難も大きく

台湾については、来年度会合までに改善がない場合は、貿易制限措置を検討。

（国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ ））

16年６月、漁獲能力及びＩＵＵ漁業に関する政府間技術会合において、加盟

国が「漁業国は現状以上に大型まぐろ漁船を導入しないこと」や「外国の大型

」 。まぐろ漁船の入漁を制限すること などの緊急の行動をとることについて合意

（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ＣＩＴＥＳ)締
約国会議）

16年10月の締約国会議における我が国提案（ＣＩＴＥＳからＩＷＣに対して

改訂管理制度（ＲＭＳ）の早期完成を求める決議案及び北半球ミンククジラの

附属書Ⅰ（商業取引禁止）から附属書Ⅱ（商業取引可能）への移行）は否決さ

れたものの、過去最多の支持票を獲得。今後とも粘り強く科学的根拠に基づく

海洋生物資源の持続的利用について各国の理解を広めるよう努力。

（国際捕鯨委員会（ＩＷＣ ））

商業16年７月の国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）の年次会議では、我が国提案（

捕鯨モラトリアムによって疲弊している沿岸地域の救済とＲＭＳの実証試験を

目的とするミンククジラ等の捕獲枠）は否決されたものの、鯨類の持続的利用

。 。を支持する国と反捕鯨国の双方の勢力は拮抗 今後とも捕鯨再開に向けて努力

（年次報告本編p.67～74）３ 漁業経営

（年次報告本編p.67～69）（１）漁業経営の状況

（沿岸漁家）

15年の漁業所得は4.8％減少し216万円。その経営内容は海域ごとに大きく異

る（北海道区の漁業所得289万円、東シナ海区の漁業所得160万円 。）

15年度の漁業所得は、各養殖業の加重平均では前年度に比べ５％減少し571

万円。養殖魚種別にみると、ブリと真珠母貝は回復。一方、タイは価格の低下

等により漁業収入が減少し赤字。
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（中小漁業の経営）

15年度の漁業利益は、前年度からさらに業績が悪化し、281万円の赤字。漁

、 。業収入が前年度並であった一方 漁業経営費が油費等の増加により2.6％増加

トン数階層別にみると、前年度は黒字だった50トン未満の階層も赤字。

自然災害が多かった平成16年

平成16年は、観測史上最多となる10個の台風が上陸し、漁港、養殖施設、養殖水
産物、定置網、漁船などに大きな被害。
平成16年10月に発生した新潟県中越地震は、ニシキゴイの産地である小千谷市や

山古志村などの中越地方を直撃し、ニシキゴイ養殖にも多大な被害が発生。

（年次報告本編p.70～72）（２）漁業労働者の状況

（漁業就業者）

漁業就業者数の減少と高齢化が進む中、近年、他産業から漁業に対する就業

希望もあり、こうした意欲ある担い手を確保するため、各地の漁協や漁家等で

新規漁業就業者を受け入れていこうとする取組等。

（漁船労働）

漁船労働者の高齢化や雇用労賃の他産業に対する相対的な低下が進む中、15

年の我が国の沖合・遠洋漁業雇用労働者は、５年前に比べ28％減少し２万５千

人。日本人漁船労働者の不足に対応して 「マルシップ方式」等による外国人、

漁船部員の乗船が認められているところ。

単位：億円
災　　害 被害額 主　な　被　災　地 主な被災施設等

台風第６号 25 三重、和歌山、高知 漁港、定置網

台風第15号 83 北海道、青森、秋田、山形、新潟、
石川、島根 漁港、定置網

台風第16号 140 岡山、広島、香川、愛媛、高知、
宮崎、鹿児島 漁港、養殖水産物

台風第18号 311 北海道、青森、広島、山口、長崎、
熊本、鹿児島

漁港、定置網、養殖施設、
養殖水産物

台風第21号 17 三重、愛媛、鹿児島 漁港、養殖施設、養殖水産物

台風第23号 211 和歌山、広島、愛媛、高知、長崎、
大分 漁港、養殖施設、養殖水産物

新潟県中越地震 65 新潟 養殖施設、養殖水産物
合　　　計 852

資料：水産庁調べ 17年3月15日現在
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（年次報告本編p.72～74）（３）漁業協同組合

（漁業協同組合の現状）

15年度末の漁業協同組合（漁協）数は2,556組合であり、このうち、沿海地

区漁協は1,510組合、内水面地区漁協は878組合、業種別漁協は168組合。

漁協事業活動は、指導事業、信用事業、購買事業、販売事業、共済事業等多

岐にわたるが、近年の漁業環境の悪化を反映して、その事業規模は、いずれも

おおむね横ばい又は縮小傾向にあり、漁協の経営は悪化。

（漁協組織体制の整備と強化）

漁協の組織・事業基盤を強化するため、漁協系統組織の自主的な方針の下で

漁協合併等を計画的に推進。15年度は124漁協が合併に参加（図Ⅱ－３ 。）

図Ⅱ－３ 沿海地区漁協数と合併参加漁協数の推移

（年次報告本編p.75～81）４ 漁村の活性化への取組

（年次報告本編p.75～81）（１）漁村の生活環境の改善と活性化への取組

（漁村の生活環境の改善）

漁村は、概して、前面が海、背後が山という狭あいな土地に立地しており、

都市と比較して生活環境の整備が立ち後れ。12年度から、国及び地方公共団体

（ ）が関係団体との連携により漁村生活環境改善推進運動 漁村リフレッシュ運動

に取り組み。

15年の漁業世帯員の27％は65歳以上となっており、高齢化が進行。生涯現役

として生きがいを持って漁業に関する活動を行うことができるよう、高齢者に
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配慮した整備を推進する必要。

（漁村の活性化への取組）

16年６月、有識者会議において「立ち上がる農山漁村」として、農林水産業

を核とした、自律的で経営感覚豊かな農山漁村づくりに取り組んでいる全国30

の先駆的事例を選定。

、 。15年の女性漁業就業者は 総漁業就業者23万８千人の16％を占める４万人

漁業協同組合女性部は、漁協活動への協力に加え、料理講習会による魚食普

及や食育の取組など地域生活に関わる幅広い活動を実施しており、地域の活

性化に重要な役割。

（ ）13年度から意欲ある青年漁業者を中心としたグループ 中核的漁業者協業体

が漁業経営の改善を通じ、地域の活性化を図ろうとする取組を実施。17年１月

末現在、33道府県92のグループが、地域の実情を踏まえ、新技術・設備の導入

等の取組を実施。

（年次報告本編p.81）（２）都市と漁村の共生・対流

漁村は、都市住民に対する健全なレクリエーションの場や子供たちの漁業体

験学習の場の提供等により地域活性化に取り組み。

民間企業、ＮＰＯ、自治体等の幅広い団体、個人で構成する国民運動推進組

「 」（ 「 」）織 都市と農山漁村の共生・対流推進会議 通称 オーライ！ニッポン会議

は 「都市と農山漁村の共生・対流」を国民的な運動として普及・啓発に向け、

たキャンペーン活動を展開。
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む す び

、 、 、特集１でみたように 近年 漁家の家計は厳しさを増しており
中小漁業経営体についても収支が悪化しています。その原因の一

、つに産地における魚価の低迷による収入減が指摘されていますが
では、なぜ魚価が下がっているのか。今回の特集においては、魚
介類の消費動向や流通経路の変化という切り口から分析を試みま
した。その結果、食用魚介類の国民１人当たりの購入量は総じて
安定している一方で購入価格が10年ほどで１割以上低下している
こと、中食に対する支出額が伸び消費形態には明らかな変化がみ
られることや、年齢階層によっても水産物消費量に大きな違いが
みられることがわかりました。生産・供給側は、収益性の改善に
取り組む上で、こうした消費者ニーズの変化に的確に対応するこ
とこそが重要な課題といえます。
特集２では、水産業・漁村が、良質な水産物の安定供給だけで

なく、物質循環の補完、生態系の保全、生命・財産の保全など様
々な機能を発揮していることを紹介しました。水産業・漁村の健
全な発展は、こうした多面的機能が将来にわたって十分に発揮さ
れるためにも重要です。
水産白書が、国民の皆様と水産行政を結ぶ窓口としての役割を

果たすことができるように、今後とも重要なテーマを選びわかり
やすい説明を行っていきたいと考えております。今回の白書が、
今後の水産施策の展開に向けた議論や対話を促進する一助になれ
ば幸いです。

◎ 本件に対するご質問・お問い合わせは、下記までお願いします。

水産庁漁政部企画課動向分析班

電話（直通）０３－３５０２－７８８９

ＦＡＸ ０３－３５０１－５０９７


